
小水力発電導入までの基本的な流れは下記のとおりとなりますが、導入地点に
よってはより少ない手順で導入できる可能性があります。

（下表はFIT活用を前提としたもの）

３．導入までの基本的な流れ
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導
入
可
能
性
の
検
討

導入目的の明確化

導入候補地点の選定

基本情報の収集（地点状況・データ収集、現地調査など）

概算工事費・年経費の算出

資金調達の手法

採算性の検討

事業化の検討

規模の検討（発電規模、発電出力の算出など）

必要に応じて、

・系統連系希望地点の系統状況

簡易検討(事前相談)の依頼

・関連機関との事前協議

を実施します。

調
査
設
計
・
許
認
可
等
の
手
続
き

調査・概略設計

基本設計

詳細設計

仕様の決定

工事費の確定

許認可の協議・手続きなど

地
点
選
定

河川管理者

水利使用

許可申請

経済産業大臣

再生可能エネルギー

発電事業計画認定申請

工事計画の届出

主任技術者選任

保安規定の届出

河川法 ＦＩＴ法

関連省庁等

その他関連

法令等の申請

関連法令等

電力会社

接続検討

依 頼

電力購入

申 込 み

補助金

等申請

水利使用

許 可
受 理 許 可

【 接続の同意を証する書類 】の提出

事業計画

認定通知書

系統連系

の 承 諾

工
事
施
工
及
び
運
転
・
維
持
管
理

工事発注

施 工

～ 運転開始・維持管理 ～

使用前自主検査

使用前安全管理審査

無水・有水試験

などによる性能

確認

河川管理者

による

完了検査

系統連系

工 事

竣 工

受電

系統連系

の開始

系統連系等

工事計画届出は

工事開始の30日前までに届出が必要

電気事業法
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